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甥に相続財産を渡す方法として、２通りあります。 

一つは、遺言書を書いて甥に遺贈させる方法です。もう一つは、甥と養子縁組を行うことです。それぞ
れのメリットとデメリットは以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
  
 
 

基礎控除額の計算は、法定相続人の数に 600 万円を乗じて、3,000 万円をプラスした金額になります。 
法定相続人の数が増えると基礎控除額は大きくなり、結果的に相続税の負担は減少します。 

 
 
 
 
 
 
 

養子縁組を行うことにより、その方に確実に財産を承継することが出来ます。しかし、養子縁組を行うことで、
基礎控除額が減少し、その分相続税の負担が増加することに留意して下さい。 
 

 

 私（仮名:丸井忠男）は、私の財産を妻と甥に相続させたいと考えています。 
私には子が無く、法定相続人は妻と兄弟姉妹の計 4 名です。 
甥は相続人ではないため、甥に遺産を相続させるための方法を教えて下さい。 
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解説動画公開中！ 
 

★ 養子縁組を行うと相続税は増加する！？ 

【メリット】 
遺言書を書いておくことで、甥に財産を渡すことが

出来ます。 
兄弟姉妹には遺留分が認められないので、甥に対し

て遺留分請求をされる恐れもありません。 
また、相続税の負担を抑えることが出来ます。 
【デメリット】 

甥や親族間の関係、財産の状況によって、遺言書の
内容変更をその都度行う必要があります。 

【メリット】 
甥と養子縁組を行うと、甥は相続人の地位を有

し、遺言書を準備することなく、確実に相続権を発
生させることが出来ます。 
【デメリット】 

相続税の負担は増加します。 
また、養子縁組を解消する場合は、当事者の同意が
必要となります。 

遺言書   法定相続人 4 名（妻と兄弟姉妹） × 600 万円 + 3,000 万円 ＝ 5,400 万円 
（基礎控除額） 

養子縁組  法定相続人 2 名（妻と甥）    × 600 万円 + 3,000 万円 ＝ 4,200 万円 
（基礎控除額） 

『養子縁組と相続税負担の関係性』～なぜ、養子縁組を行うと相続税の負担が増加するのか～ 

遺言書 養子縁組 


